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公
物
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関
係

二
九
〇

慣
行
に
よ
り
前
記
国
道
敷
上
に
公
法
上
の
参
道
使
用
権
を
取
得
し
て
い
る
も
の
と
い
う
を
妨

げ
な

い
」
（東
一示
地
判
昭
和
一一一〇

・
九

・
Ｉ
一下
民
六

巻
九
号

一
九
六
七
頁
）
。

（
一
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は

「公
共
用
物
使
用
権
の
限
界
」
本
書
二
九
九
頁
参
照
。

第
二
款
　
特
別
使
用
関
係

の
内
容

公
共
用
物
の
使
用
の
特
許
を
受
け
た
者
又
は
慣
習
法
に
よ
っ
て
そ
の
特
別
使
用
を
認
め
ら
れ
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
特
許
の
内
容
及
び

特
許
に
付
さ
れ
た
条
件

・又
は
慣
習
に
し
た
が
い
、
公
共
用
物
を
使
用
す
る
権
利
（占
用
権
）
を
取
得
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
と
も
な
う

一
定
の

義
務
を
負
担
す
る
。

第

一
項

公
共
用
物
使
用
権

一　
公
共
用
物
使
用
権
の
性
質

０
　
公
共
用
物
の
使
用
権

（占
用
権
）
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
異
論
が
あ
り
、
公
権
説
、
私
権
説
及
び
折
衷
説
の
三
種
に
分
た
れ
る
。

（
イ
）

公
権
説
は
、
主
と
し
て
公
法
学
者
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
、　
一
般
に
、
道
路

。
河
川
の
使
用
権
の
ご
と
く
、
特
許
に
よ
っ
て
設
定
さ

れ
る
公
共
用
物
の
使
用
権
は
、
原
則
と
し
て
、
公
物
管
理
者
に
対
す
る
公
権
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
普
通
で
あ
（花

。
美
濃
部
博

士
に
よ
る
と
、
公
物
使
用
権
は
、　
一
般
に
公
権
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
、
河
川
法
が
河
川
の
流
水
は
、
私
権
の
目
的
と
な
り
え
な
い
と
す
る

趣
旨
か
ら
み
て
、
河
川
水
利
権
は
、
公
権
と
し
て
の
み
存
立
し
う
べ
き
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
漁
業
権
は
、
公
有
水
面

の
上
に
設
定
せ
ら
れ
る
一
種
の
公
物
使
用
権
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
漁
業
法
が
と
く
に
物
権
と
し
て
の
効
力
を
認
め
て
い
る
た

め
に
、
物
権
に
関
す
る
民
法
の
規
定
が
こ
れ
に
適
用
せ
ら
れ
、
そ
の
点
に
お
い
て
私
権
た
る
性
質
を
併
せ
有
す
る
も
の
と
さ
れ
（死

。
ま
た
ヽ
田

中
博
士
は
、
公
物
使
用
権
は
公
物
管
理
者
に
対
す
る
公
法
上
の
権
利
の
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
道
路
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て
私
権
の
行
使
を
認
め
な
い
道
路
法
の
趣
旨
笏
購
‘
か
ら
い
っ
て
、
道
路
の
占
用
権
は

一
種
の
公
権
と
み
る
べ
き
で
、
私
権
の
よ
う
に
絶
対

（
一一一）

的
排
他
的
な
も
の
で
は
な
く
、
当
然
に
、
他
の
公
益
の
た
め
に
す
る
あ
る
程
度
の
制
約
を
受
け
る
を
免
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
公
水
利
用

権
に
つ
き
、
こ
れ
を
純
粋
の
私
権
で
あ
り
、
し
か
も
絶
対
権
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
こ
れ
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
考
え
方
に

対
し
、
公
水
利
用
権
の
ご
と
き
も

一
種
の
公
権
的
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
公
権
は
、
本
来
、
公
共
的
な
見
地
か
ら
の
制
約
を
内
包
し
た
も

の
と
し
て
理
解
し
、
こ
れ
を
絶
対
権
と
し
て
主
張
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
さ
れ
る
。
私
も
、
か
つ
て
、
旧
著
に
お
い
て
公
権
説
を
と
っ
た

こ
と
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
公
権
説
も
、
後
に
の
べ
る
よ
う
に
公
物
使
用
権
が
財
産
権
的
性
質
を
も
つ
こ
と
に
お
い
て
、
私
権
と
類
似
の

性
質
を
有
し
、
あ
る
程
度
に
お
い
て
こ
れ
に
私
法
規
定
の
適
用
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
点
に
お
い
て
私
権
説
と
共
通
性
を
有
す
る
。

最
近
最
高
裁
判
所
が
、
公
水
使
用
権
の
性
質
に
つ
き
、
「
公
水
使
用
権
は
、
公
共
用
物
た
る
公
水
の
上
に
存
す
る
権
利
で
あ
る
こ
と
に
か
ん

が
み
、
河
川
の
全
水
量
を
独
占
排
他
的
に
利
用
し
う
る
絶
対
不
可
侵
の
権
利
で
は
な
く
、
使
用
目
的
を
充
た
す
に
必
要
な
限
度
の
流
水
を
使
用

し
う
る
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
」
と
判
示
し
た
例
が
あ
る

（最
高
判
昭
和
三
七
・
四
・
一
〇
民
集
一
六
巻
四
号
六
九
九
頁
）。
そ
の
趣

旨
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
、
他
方
、
道
路
の
一
般
使
用
の
性
質
に
つ
い
て
、
村
民
が
他
の
村
民
の
道
路
に
対
し
て
有
す
る
利
益
な
い

し
自
由
を
侵
害
し
な
い
程
度
に
お
い
て
、
公
法
関
係
か
ら
由
来
す
る
通
行
の
自
由
権
を
有
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る

（最
高
判
昭
和
一一一九
。
一
・

一
六
民
集
一
八
巻
一
号
一
頁
）
趣
旨
か
ら
し
て
、　
一
般
に
公
共
用
物
使
用
権
、
し
た
が
っ
て
、
右
の
公
水
使
用
権
に
つ
い
て
も
、
公
権
説
を
と
る

も
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る

（同
趣
旨
、
長
野
地
判
昭
和
三
二
・
五
上
一八
行
集
八
巻
五
号
九
一
三
頁
）。

（
一ハ
）

（
口
）

こ
れ
に
対
し
、
私
法
学
者
は
、
公
物
使
用
権
、
と
く
に
流
水
使
用
権
を
私
権
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
り
、
旧
憲
法
下
大
審
院
の
判

例
は
、
い
ず
れ
も
私
権
説
を
と

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
堤
防
敷
地
を
使
用
し
う
る
権
利
は
行
政
処
分
で
あ
る
使
用
命
令
の
趣
旨
に
従
い
、
そ

の
範
囲
内
で
堤
防
敷
地
を
私
用
に
供
し
使
用
し
う
る
権
利
で
あ
り
、
公
権
で
は
な
く
て

一
種
の
私
法
上
の
財
産
権

で
あ
る
と
し

（大
判
明
治
三
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七
・
〓
丁

五
民
録

一
〇
輯

一
五
五
一
頁
、
同
趣
旨
大
正
一
一
・
五
・
四
民
集

一
巻
壬
一三
頁
）
、
河
川
の
流
水
占
用
権
は
、　
一
種
の
財
産
権
た
る
私
法

上
の
権
利
で
あ
る
と
し
て
い
る

（大
判
昭
和

一
二
上
ハ
。
一
八
新
聞

一
四
五
号
Ｉ
ハ
頁
）
。
現
行
憲
法
の
も
と
で
、
下
級
審

の
判
決

で
は
あ
る
が
、

「
公
水
に
対
す
る
使
用
権
が
使
用
権
者
の
私
的
な
経
済
的
利
益
を
充
た
す
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
権
利
は
、
私
権
た
る
性
質
を
も
つ
水
利

権
で
あ
る
」
と
し
た
例
が
あ
る

（東
京
地
判
昭
和
三
六
・
一
〇
・
二
四
下
民

一
二
巻

一
〇
号
二
五
一
九
頁
）。

（
ハ
）

折
衷
説
は
、
金
沢
教
授
の
主
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
三

般
に
は
、
水
利
権
の
発
生
の
地
盤
に
即
し
て
考
え
る
か
ぎ
り
、
水
利
権

の

本
質
を
私
権
と
み
る
」
こ
と
が
妥
当
で
あ
り
、
「
水
利
権
が
行
政
庁
の
許
可
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
る
法
律
制
度
の
も
と
に
お
い
て
も
、
水
利
権

の
こ
の
本
質
に
は
変
り
は
な
く
、
た
だ
、　
こ
の
場
合
は
、
許
可
庁
に
対
し
て
は
公
権
と
し
て
の
性
質
を
も
併
せ
有
す
る
こ
と
に
な
る
」
か
ら
、

結
局
、
水
利
権
は
、
公
権
と
私
権
の
混
合
的
権
利
と
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
徒
。
東
京
高
等
裁
判
所

が
、
公
水
使
用
権

に

つ
き
、

「
公
権
説
は
権
利
の
形
式
に
着
目
し
、
私
権
説
は
権
利
の
内
容
に
着
眼
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
い
ず
れ
も
そ
の

一
面
的
把
握
で
あ
る
こ
と
を
免

れ
ず
、
公
水
使
用
権
の
本
質
に
つ
い
て
私
権
説
を
と
る
に
し
て
も
、
私
権
た
る
水
利
権
が
公
共
的
規
律
を
も
同
時
に
受
け
る
と
い
う
公
権
私
権

の
重
畳
性
が
指
摘
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る

（東
昼
局
判
昭
和
二
五
・
一
〇
・
一
四
行
集

一
一
巻

一
〇
号
一一九
一
七
頁
）
の
も
、　
一
種
の
折
衷

説
と
∵
２

）
と
が
で
き
る
。

②
　
次
に
、
公
共
用
物
使
用
権
が
、
債
権
的
性
質
を
有
す
る
か
物
権
的
性
質
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
意
見
が
分
か
れ
る
。

（
イ
）
・
田
中
博
士
は
、
公
物
使
用
権
は
、
公
物
管
理
者
に
対
す
る
公
法
上
の
債
権
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
も
の
と
解
さ
れ
“
。
た
と
え
ば
ヽ

道
路
占
用
権
は
、
道
路
管
理
者
に
対
す
る
債
権
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
、
占
用
権
を
理
由
と
し
て
、
道
路
の
廃
止
を
拒
否
す
る

こ
と
は
で
き
ず
、
道
路
の
廃
止
が
あ

っ
た
場
合
に
も
、
自
己
の
占
用
権
を
も

っ
て
第
二
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ

２

０
）

に
対
し
、
私
法
学
者
は
「
慣
行
上
水
利
権
に
つ
き
、
こ
れ
を
慣
習
法
上
の
物
権
と
解
し
て
そ
の
効
力
を
認
め
て
い
る
。

（
口
）

こ
の
点
に
つ
き
、
多
く
の
判
例
は
、
慣
行
上
の
流
水
使
用
権
に
つ
き
、
慣
習
上
認
め
ら
れ
た

「
水
流
ヲ
使
用
ス
ル
一
種
ノ
権
利

（大

判
明
治
一一一八
。
一
〇
。
一
一
民
録
一
一
輯
〓
詈
一六
頁
）
で
あ
る
と
か
、
「流
水
ヲ
共
用
」
す
る
特
種

の
使
用
権

（大
判
明
治
≡
一Ｔ

二
。
一一ユハ
民
録
六

韓
一一巻
九
〇
頁
）
で
あ
る
な
ど
と
い
い
、
そ
れ
が
慣
習
法
上
の
物
権
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
い
は
、
流
水
使
用
権
の

侵
害
に
対
し
妨
害
排
除
請
求
権
を
古
く
か
ら
認
め

（大
判
明
治
一二
八
・
一
〇
・
三

民
録
一
一
輯
〓
壬
一六
頁
、
同
昭
和
九
・
一
〇
二
〓
一判
決
全
集

２

四
）
九
頁
）
、
あ
る
い
は
、
地
役
権
に
お
け
る
と
同
様
に
流
水
使
用
権
が
そ
の
田
地
と
と
も
に
移
転
す
る
こ
と
を
認
め

（大
判
大
正
六
二
Ｔ

六
新
聞
一
二
四
九
号
一一一〇
頁
）、
あ
る
い
は
、
流
水
使
用
権
は
、
「
他
人
ノ
之
ヲ
侵
ス
コ
ト
ヲ
容
サ
ザ
ル
」
権
利
で
あ
る
と
す
る
こ
と

（大
判
明
治
四

二
ｏ
一
。
二
一
民
録
一
五
輯
六
頁
、
同
昭
和
六
・
一
〇
・
九
新
聞
三
三
二
九
号
一
六
頁
、
同
昭
和
九
・
一
二
・
一
二
新
聞
三
七
九
〇
号
一
二
頁
）
な
ど
か
ら
み

て
、
そ
れ
を
物
権
類
似
の
権
利
と
し
て
、
物
権
的
効
力
を
認
め
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

０
　
第
二
に
、
公
物
使
用
権
の
財
産
権
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
公
権
説
は
、
公
物
使
用
権
は
、
公
権
の
性
質
を
有
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
実

質
は
、
そ
の
物
を
使
用
し
、
占
用
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
財
産
権
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
、
こ
の
点
に
お
い
て
私
権
と
類
似
の
性
質
を
有

し
、
私
権
に
準
じ
て
、
こ
れ
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
第
二
者
が
こ
の
使
用
権
を
侵
害
し
た
場
合
に
は
、
民
事
上
の
妨
塔
排

除
な
い
し
損
害
賠
償
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
ｒ
花
。
こ
れ
に
対
し
、
前
掲
の
判
例
は
、
河
川
敷
地
占
用
権
、
公
水
占
用
権
の
ご

と
き
公
物
使
用
権
を
い
ず
れ
も
私
法
上
の
財
産
権
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
理
由
と
し
で
そ
の
譲
渡
性
を
認
め
、
ま
た
、
そ
の
侵
害
に
対
し
て
は

民
事
上
の
救
済
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

０
　
上
記
の
公
共
用
物
占
用
権
の
性
質
を
め
ぐ
る
学
説
及
び
判
例
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
次
に
、
私
の
考
え
を
の
べ
る
。

（
イ
）

公
共
用
物
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
公
物
法
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
物
の
上
の
私
権

が
制
限
又
は
否
定
さ
れ
、
私
法
規
定
の
適
用
を
排
除
す
る
旨
を
定
め
て
い
る
例
が
少
な
く
な
い
こ
と
は
、
さ
き
に
の
べ
た
と
お
り
で
ぁ
る
。
た

と
え
ば
、
道
路
法
は
、
道
路
を
構
成
す
る
敷
地
支
壁
そ
の
他
の
物
件
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
私
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を

規
定
し
続
）、
ま
た
、
河
川
法
は
、
河
川
の
流
水
は
、
私
権
の
目
的
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
傘
）。
ま
た
、
道
路
又
は
河
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